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一 般 会 計



議案第１１号 

平成２８年度登米市一般会計予算 

平成２８年度登米市一般会計予算は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ４８，８６４，６０２千円と定

める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予

算」による。 

（債務負担行為） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１４条の規定により債務を負

担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第２表 債務負担行

為」による。 

（地方債） 

第３条 地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の

起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第３表 地方債」

による。 

（一時借入金） 

第４条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最

高額は、１，５００，０００千円と定める。 

（歳出予算の流用） 

第５条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経

費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

（１） 各項に計上した給料、職員手当及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）に

係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項

の間の流用 

平成２８年２月４日提出 

登米市長  布 施 孝 尚 



  第１表　歳入歳出予算

(単位：千円)

款 項

 1 市税 7,223,638  

 1 市民税 2,979,459  

 2 固定資産税 3,318,881  

 3 軽自動車税 287,418  

 4 市たばこ税 637,130  

 5 鉱産税 94  

 6 水利地益税 655  

 7 入湯税 1  

 2 地方譲与税 646,001  

 1 地方揮発油譲与税 175,000  

 2 自動車重量譲与税 471,000  

 3 地方道路譲与税 1  

 3 利子割交付金 3,000  

 1 利子割交付金 3,000  

 4 配当割交付金 34,000  

 1 配当割交付金 34,000  

 5 株式等譲渡所得割交付金 17,000  

 1 株式等譲渡所得割交付金 17,000  

 6 地方消費税交付金 1,537,000  

  歳　入

金 額



(単位：千円)

款 項

 1 地方消費税交付金 1,537,000  

 7 自動車取得税交付金 149,000  

 1 自動車取得税交付金 149,000  

 8 地方特例交付金 15,000  

 1 地方特例交付金 15,000  

 9 地方交付税 18,945,743  

 1 地方交付税 18,945,743  

10 交通安全対策特別交付金 13,000  

 1 交通安全対策特別交付金 13,000  

11 分担金及び負担金 272,508  

 1 分担金 35,277  

 2 負担金 237,231  

12 使用料及び手数料 720,000  

 1 使用料 309,036  

 2 手数料 410,964  

13 国庫支出金 4,686,472  

 1 国庫負担金 3,196,838  

 2 国庫補助金 1,441,436  

 3 委託金 48,198  

金 額



(単位：千円)

款 項

14 県支出金 3,119,017  

 1 県負担金 1,386,340  

 2 県補助金 1,549,615  

 3 委託金 183,062  

15 財産収入 95,509  

 1 財産運用収入 49,353  

 2 財産売払収入 46,156  

16 寄附金 125,001  

 1 寄附金 125,001  

17 繰入金 3,127,912  

 1 特別会計繰入金 6  

 2 基金繰入金 3,127,906  

18 繰越金 1  

 1 繰越金 1  

19 諸収入 922,200  

 1 延滞金、加算金及び過料 7,486  

 2 市預金利子 1,022  

 3 貸付金元利収入 418,238  

 4 受託事業収入 30,315  

金 額



(単位：千円)

款 項

 5 雑入 465,139  

20 市債 7,212,600  

 1 市債 7,212,600  

48,864,602  

金 額

歳 入 合 計



(単位：千円)

款 項

 1 議会費 283,859  

 1 議会費 283,859  

 2 総務費 5,913,384  

 1 総務管理費 5,170,365  

 2 徴税費 409,563  

 3 戸籍住民基本台帳費 199,691  

 4 選挙費 79,076  

 5 統計調査費 17,324  

 6 監査委員費 37,365  

 3 民生費 12,726,753  

 1 社会福祉費 6,513,378  

 2 児童福祉費 5,231,081  

 3 生活保護費 972,564  

 4 国民年金事務取扱費 490  

 5 災害救助費 9,240  

 4 衛生費 6,598,166  

 1 保健衛生費 1,514,863  

 2 清掃費 2,755,075  

 3 病院費 1,743,982  

  歳　出

金 額



(単位：千円)

款 項

 4 上水道費 584,246  

 5 労働費 117,542  

 1 労働諸費 87,533  

 2 失業対策費 30,009  

 6 農林水産業費 3,427,824  

 1 農業費 3,225,467  

 2 林業費 201,662  

 3 水産業費 695  

 7 商工費 1,674,623  

 1 商工費 910,640  

 2 観光費 763,983  

 8 土木費 4,798,913  

 1 土木管理費 280,237  

 2 道路橋りょう費 2,833,750  

 3 河川費 53,150  

 4 都市計画費 69,186  

 5 下水道費 1,351,186  

 6 住宅費 211,404  

 9 消防費 1,665,134  

金 額



(単位：千円)

款 項

 1 消防費 1,665,134  

10 教育費 4,898,648  

 1 教育総務費 674,414  

 2 小学校費 783,078  

 3 中学校費 444,432  

 4 幼稚園費 504,593  

 5 社会教育費 883,732  

 6 保健体育費 577,885  

 7 学校給食費 1,030,514  

11 災害復旧費 60,000  

 1 農林水産業施設災害復旧費 20,000  

 2 公共土木施設災害復旧費 20,000  

 3 文教施設災害復旧費 10,000  

 4 その他公共施設等災害復旧費 10,000  

12 公債費 6,649,756  

 1 公債費 6,649,756  

13 予備費 50,000  

 1 予備費 50,000  

48,864,602  

金 額

歳 出 合 計



第２表　債務負担行為

千円

施設管理業務委託料（衛生センター）
平成29年度から
平成33年度まで

802,332

子育て用品支給事業（子育て支援課） 平成29年度 11,088

中小企業振興資金利子補給金（平成28年度貸付
分）（商工観光課）

平成29年度から
平成30年度まで

平成28年度に融資を受けた中小企業振興資金
に係る利子支払額の50％以内を限度とする。

コンビニエンスストア証明書発行システム保守業
務委託料（市民生活課）

平成29年度から
平成33年度まで

11,792

平成29年度から
平成30年度まで

526

限度額事　項 期　間

スクールバス借上料（学校教育課）

中小企業振興資金で宮城県信用保証協会が平成28
年４月１日から平成29年３月31日までの期間に債
務保証したものについて、宮城県信用保証協会が
代位弁済した額から、日本政策金融公庫との保険
契約により受領した保険金の額及び平成28年４月
１日から平成42年３月31日までに回収した金額を
控除した残額に、責任共有制度の負担金方式を選
択した金融機関分にあっては、80％を乗じた上、
60％を乗じた金額を市が損失補償する。なお、総
額32,111千円を限度とする。（商工観光課）

平成29年度から
平成41年度まで

平成28年度に債務保証したものについて、損
失を受けた場合に32,111千円を限度とする。

ふるさと創生ベンチャー起業支援資金融資利子補
給金（平成28年度貸付分）（ブランド戦略室）

平成29年度から
平成36年度まで

平成28年度に融資を受けた起業支援資金に係
る貸付利率分を限度とする。

ふるさと創生ベンチャー起業支援資金で宮城県信
用保証協会又は宮城県農業信用基金協会が平成28
年４月１日から平成29年３月31日までの期間に債
務保証したものについて、宮城県信用保証協会又
は宮城県農業信用基金協会のいずれかが代位弁済
した額から、日本政策金融公庫又は農林漁業信用
基金との保険契約により受領した保険金の額及び
平成28年４月１日から平成40年３月31日までに回
収した金額を控除した残額に、90％を乗じた金額
を市が損失補償する。なお、総額8,100千円を限度
とする。（ブランド戦略室）

平成29年度から
平成39年度まで

平成28年度に債務保証したものについて、損
失を受けた場合に8,100千円を限度とする。



起債の目的 限度額
起債の
方  法

利　率 償還の方法

千円

　未来のまちづくり推進基金積立事業 760,000

　未来のまちづくり支援事業 9,400

　協働のまちづくり支援事業 2,000

　公共施設等除却事業 15,600

　老人福祉事業 21,200

　児童福祉事業 111,100

　災害援護資金貸付事業 8,500

　健康診査事業 44,100

　予防接種事業 31,600

　環境衛生事業 2,600

　塵芥処理施設整備事業 295,600

　病院事業 4,800

　上水道事業 519,600

　環境衛生施設整備事業 3,100

　林道整備事業 7,600

　森林病害虫防除事業 8,700

　里山再生事業 2,000

　林業担い手育成事業 1,100

　農業関連施設整備事業 8,600

　観光施設整備事業 491,000

　商工振興施設整備事業 9,200

　道路整備事業 1,174,800

　舗装修繕事業 166,600

　橋りょう整備事業 61,100

　街なみ環境整備事業 12,200

　公営住宅整備事業 6,300

　河川環境整備事業 21,900

　消防施設整備事業 515,800

　防災情報施設整備事業 62,700

　義務教育施設整備事業 946,200

　教育施設整備事業 235,100

　社会教育施設整備事業 103,600

　社会教育事業 9,700

　保健体育事業 14,300

　体育施設整備事業 134,900

　臨時財政対策債 1,390,000

計 7,212,600

第３表　地方債

証書借入又
は証券発行

５.０％以内
（ただし、利率見
直し方式で借り入
れる資金につい
て、利率の見直し
を行った後におい
ては、当該見直し
後の利率）

政府資金について
は、その融資条件に
より、銀行その他の
場合にはその債権者
と協定するものによ
る。ただし、市財政
の都合により据置期
間及び償還期限を短
縮し、又は繰上償還
もしくは低利に借換
えすることができ
る。



 

 

 

国 民 健 康 保 険 特 別 会 計 



議案第１２号 

 

平成２８年度登米市国民健康保険特別会計予算 

 

 平成２８年度登米市国民健康保険特別会計予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１１，４１８，８１５千円と定

める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予

算」による。 

 （一時借入金） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３５条の３第２項の規定によ

る一時借入金の借入れの最高額は、１５０，０００千円と定める。 

 （歳出予算の流用） 

第３条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経

費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

（１） 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款

内でのこれらの経費の各項の間の流用 

 

   平成２８年２月４日提出 

 

                   登米市長  布 施 孝 尚 



  第１表　歳入歳出予算

(単位：千円)

款 項

 1 国民健康保険税 2,398,672  

 1 国民健康保険税 2,398,672  

 2 使用料及び手数料 1,501  

 1 手数料 1,501  

 3 国庫支出金 2,727,616  

 1 国庫負担金 2,010,388  

 2 国庫補助金 717,228  

 4 療養給付費交付金 410,303  

 1 療養給付費交付金 410,303  

 5 前期高齢者交付金 1,690,847  

 1 前期高齢者交付金 1,690,847  

 6 県支出金 469,670  

 1 県負担金 99,111  

 2 県補助金 370,559  

 7 共同事業交付金 2,613,390  

 1 共同事業交付金 2,613,390  

 8 財産収入 257  

 1 財産運用収入 257  

 9 繰入金 1,088,814  

  歳　入

金 額



(単位：千円)

款 項

 1 他会計繰入金 902,779  

 2 基金繰入金 186,035  

10 繰越金 1  

 1 繰越金 1  

11 諸収入 17,744  

 1 延滞金、加算金及び過料 7,092  

 2 預金利子 1  

 3 雑入 10,651  

11,418,815  

金 額

歳 入 合 計



(単位：千円)

款 項

 1 総務費 186,392  

 1 総務管理費 144,764  

 2 徴税費 41,228  

 3 運営協議会費 400  

 2 保険給付費 6,562,967  

 1 療養諸費 5,765,866  

 2 高額療養費 737,101  

 3 出産育児諸費 50,400  

 4 葬祭諸費 9,000  

 5 移送費 600  

 3 後期高齢者支援金等 1,275,342  

 1 後期高齢者支援金等 1,275,342  

 4 前期高齢者納付金等 803  

 1 前期高齢者納付金等 803  

 5 老人保健拠出金 58  

 1 老人保健拠出金 58  

 6 介護納付金 634,476  

 1 介護納付金 634,476  

 7 共同事業拠出金 2,614,594  

  歳　出

金 額



(単位：千円)

款 項

 1 共同事業拠出金 2,614,594  

 8 保健事業費 84,972  

 1 特定健康診査等事業費 78,137  

 2 保健事業費 6,835  

 9 基金積立金 258  

 1 基金積立金 258  

10 公債費 1  

 1 公債費 1  

11 諸支出金 28,952  

 1 償還金及び還付加算金 28,951  

 2 繰出金 1  

12 予備費 30,000  

 1 予備費 30,000  

11,418,815  

金 額

歳 出 合 計



 

 

 

後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計 

 



議案第１３号 

 

平成２８年度登米市後期高齢者医療特別会計予算 

 

 平成２８年度登米市後期高齢者医療特別会計予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ７９０，４６０千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予

算」による。 

 

   平成２８年２月４日提出 

 

                   登米市長  布 施 孝 尚 

 

 



  第１表　歳入歳出予算

(単位：千円)

款 項

 1 後期高齢者医療保険料 470,326  

 1 後期高齢者医療保険料 470,326  

 2 使用料及び手数料 200  

 1 手数料 200  

 3 繰入金 303,815  

 1 一般会計繰入金 303,815  

 4 繰越金 1  

 1 繰越金 1  

 5 諸収入 16,118  

 1 延滞金、加算金及び過料 63  

 2 償還金及び還付加算金 3,001  

 3 預金利子 1  

 4 雑入 13,053  

790,460  

  歳　入

金 額

歳 入 合 計



(単位：千円)

款 項

 1 総務費 52,515  

 1 総務管理費 46,374  

 2 徴収費 6,141  

 2 後期高齢者医療広域連合納付金 733,943  

 1 後期高齢者医療広域連合納付金 733,943  

 3 諸支出金 3,002  

 1 償還金及び還付加算金 3,001  

 2 繰出金 1  

 4 予備費 1,000  

 1 予備費 1,000  

790,460  

  歳　出

金 額

歳 出 合 計



 

 

 

介 護 保 険 特 別 会 計 



議案第１４号 

 

平成２８年度登米市介護保険特別会計予算 

 

 平成２８年度登米市介護保険特別会計予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ９，１２８，５０２千円と定め

る。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予

算」による。 

 （一時借入金） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３５条の３第２項の規定によ

る一時借入金の借入れの最高額は、１５０，０００千円と定める。 

 （歳出予算の流用） 

第３条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経

費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

（１） 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款

内でのこれらの経費の各項の間の流用 

 

   平成２８年２月４日提出 

 

                   登米市長  布 施 孝 尚 

 

 



  第１表　歳入歳出予算

(単位：千円)

款 項

 1 介護保険料 1,668,544  

 1 介護保険料 1,668,544  

 2 使用料及び手数料 201  

 1 手数料 201  

 3 国庫支出金 2,424,323  

 1 国庫負担金 1,627,400  

 2 国庫補助金 796,923  

 4 支払基金交付金 2,465,846  

 1 支払基金交付金 2,465,846  

 5 県支出金 1,256,187  

 1 県負担金 1,224,525  

 2 財政安定化基金支出金 2  

 3 県補助金 31,660  

 6 財産収入 1  

 1 財産運用収入 1  

 7 繰入金 1,313,250  

 1 一般会計繰入金 1,313,249  

 2 基金繰入金 1  

 8 繰越金 1  

  歳　入

金 額



(単位：千円)

款 項

 1 繰越金 1  

 9 諸収入 149  

 1 延滞金、加算金及び過料 115  

 2 預金利子 1  

 3 雑入 33  

9,128,502  

金 額

歳 入 合 計



(単位：千円)

款 項

 1 総務費 170,635  

 1 総務管理費 83,840  

 2 徴収費 7,685  

 3 趣旨普及費 165  

 4 認定事務費 78,945  

 2 保険給付費 8,775,152  

 1 介護サービス等諸費 7,905,632  

 2 介護予防サービス等諸費 290,330  

 3 その他諸費 9,615  

 4 高額介護サービス等費 150,838  

 5 高額医療合算介護サービス等費 18,627  

 6 特定入所者介護サービス等費 400,110  

 3 財政安定化基金拠出金 2  

 1 財政安定化基金拠出金 2  

 4 地域支援事業費 173,651  

 1 介護予防事業費 31,423  

 2 包括的支援事業・任意事業費 142,209  

 3 その他諸費 19  

 5 基金積立金 454  

  歳　出

金 額



(単位：千円)

款 項

 1 基金積立金 454  

 6 公債費 3  

 1 公債費 3  

 7 諸支出金 3,605  

 1 償還金及び還付加算金 3,603  

 2 延滞金 1  

 3 繰出金 1  

 8 予備費 5,000  

 1 予備費 5,000  

9,128,502  

金 額

歳 出 合 計



 

 

 

土 地 取 得 特 別 会 計 



議案第１５号 

 

平成２８年度登米市土地取得特別会計予算 

 

 平成２８年度登米市土地取得特別会計予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ８２０，１２８千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予

算」による。 

 

   平成２８年２月４日提出 

 

                   登米市長  布 施 孝 尚 



  第１表　歳入歳出予算

(単位：千円)

款 項

 1 財産収入 560  

 1 財産運用収入 560  

 2 繰入金 819,558  

 1 他会計繰入金 41,631  

 2 基金繰入金 777,927  

 3 繰越金 10  

 1 繰越金 10  

820,128  

  歳　入

金 額

歳 入 合 計



(単位：千円)

款 項

 1 諸支出金 820,118  

 1 基金費 42,191  

 2 繰出金 777,927  

 2 予備費 10  

 1 予備費 10  

820,128  

  歳　出

金 額

歳 出 合 計



 

 

 

下 水 道 事 業 特 別 会 計 



議案第１６号 

 

平成２８年度登米市下水道事業特別会計予算 

 

 平成２８年度登米市下水道事業特別会計予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ５，０７３，１６５千円と定め

る。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予

算」による。 

 （債務負担行為） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１４条の規定により債務を負

担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第２表 債務負担行

為」による。 

 （地方債） 

第３条 地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の

起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第３表 地方債」

による。 

 （一時借入金） 

第４条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最

高額は、１２０，０００千円と定める。 

 

   平成２８年２月４日提出 

 

                   登米市長  布 施 孝 尚 



  第１表　歳入歳出予算

(単位：千円)

款 項

 1 分担金及び負担金 61,361  

 1 分担金 35,973  

 2 負担金 25,388  

 2 使用料及び手数料 745,317  

 1 使用料 744,327  

 2 手数料 990  

 3 国庫支出金 553,158  

 1 国庫補助金 553,158  

 4 県支出金 236,862  

 1 県補助金 236,862  

 5 財産収入 50  

 1 財産運用収入 50  

 6 繰入金 2,087,107  

 1 一般会計繰入金 2,048,438  

 2 基金繰入金 38,669  

 7 繰越金 3  

 1 繰越金 3  

 8 諸収入 7  

 1 延滞金加算金及び過料 3  

  歳　入

金 額



(単位：千円)

款 項

 2 雑入 4  

 9 市債 1,389,300  

 1 市債 1,389,300  

5,073,165  

金 額

歳 入 合 計



(単位：千円)

款 項

 1 総務費 951,677  

 1 総務管理費 192,817  

 2 施設管理費 758,860  

 2 事業費 1,692,457  

 1 下水道施設整備費 1,692,457  

 3 公債費 2,414,031  

 1 公債費 2,414,031  

 4 予備費 15,000  

 1 予備費 15,000  

5,073,165  

  歳　出

金 額

歳 出 合 計



第２表　債務負担行為

千円

償還期限到来まで借入年度の基準利率の利子
補給

未償還元金の10％に相当する額
水洗便所及び排水設備改造資金損失補償（２８年
度）

平成29年度から
平成34年度まで

限度額

水洗便所及び排水設備改造資金利子補給（２８年
度）

平成29年度から
平成33年度まで

事　項 期　間

地方公営企業法適用移行業務委託料（下水道課）
平成29年度から
平成31年度まで

72,036



第３表　地方債

起債の目的 限度額
起債の
方  法

利　率 償還の方法

千円

　公共下水道事業 984,400

　農業集落排水事業 310,600

　浄化槽整備事業 94,300

計 1,389,300

証書借入又
は証券発行

５．０％以内
（ただし、利
率見直し方式
で借り入れる
資金について
は、利率の見
直しを行った
後において
は、当該見直
し後の利率）

政府資金については、
その融資条件により、
銀行その他の場合には
その債権者と協定する
ものによる。ただし、
市財政の都合により据
置期間及び償還期限を
短縮し、又は繰上償還
もしくは低利に借換え
することができる。



 

 

 

宅 地 造 成 事 業 特 別 会 計 



議案第１７号 

 

平成２８年度登米市宅地造成事業特別会計予算 

 

 平成２８年度登米市宅地造成事業特別会計予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ８５４，５６１千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予

算」による。 

 

   平成２８年２月４日提出 

 

                   登米市長  布 施 孝 尚 

 



  第１表　歳入歳出予算

(単位：千円)

款 項

 1 繰越金 1  

 1 繰越金 1  

 2 繰入金 854,560  

 1 他会計繰入金 854,560  

854,561  

  歳　入

金 額

歳 入 合 計



(単位：千円)

款 項

 1 事業費 854,560  

 1 企業用地造成事業費 854,560  

 2 諸支出金 1  

 1 繰出金 1  

854,561  

  歳　出

金 額

歳 出 合 計
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